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＜本書の概要＞

　




＜掲載の流れ＞




社会福祉協議会あり方検討委員会が提案する社協の使命、理念、基本方針

＜使　命＞


　住民及び関係諸団体と連携・協働し、誰もが安心して幸せに暮らすことができる地域づくりを推進することを使命とする。


＜基本理念＞


○住民参加や、行政・関係諸団体との連携協働による地域福祉の推進。

○地域における利用者本位の福祉サービスの提供。

○地域における福祉課題の把握と、解決に向けた柔軟かつ計画的な取り組みの実施。

○地域におけるすべての人が、自立し安心して暮らせるように、制度の狭間や社会的弱者に対する、先駆的・モデル的取り組みの積極的な実施。

　　　　　　　　　　　　　　　　

＜基本方針＞

　

○地域住民の理解と参加を得るために、地域に開かれた組織として、運営の透明性と中立性、公正さの確保を図るとともに、情報公開や説明責任を果たす。

○住民ニーズに基づき、住民が主体的に関われるよう、常にニーズの把握ができる仕組をつくり、参加プロセスを重視した事業展開を行う。

○社協自らが主体的に活動するため、自主財源の確保や事業評価による既存事業の見直し、及び事務の効率化を図る。

○地域福祉を推進する団体として、役職員は高い倫理観とモラルを保持し、法令遵守をすると共に、会費や補助金等の取り扱いや事業における事故等に対するリスク管理を徹底する。

　　　　　　　　

※参照資料「市区町村社協経営指針」：社会福祉法人全国社会福祉協議会地域福祉部2005年5月15日発行
１．～地域社会を作り上げる共同体の一員として～

構成員、会員（社協の構成員の考え方、会員制度の整備等）

＜現状と課題＞

社協は、地域福祉の推進に参加・協働する地域のあらゆる団体・組織を構成員とし、地域社会の総意を結集することが重要である。構成員は、住民組織、社会福祉に関する活動を行う団体、公私の社会福祉事業者及び社会福祉関係団体など、地域福祉推進に必要な地域の主要な諸団体を基本に、地域の実情に応じて考えるとされている。

構成員は、会費を納入することにより社協事業に参画することも可能であるが、近年、その意義効果が不透明になりつつあることから、納入意識が薄れ、会費収納率が低下するなどの実態がある。構成員であっても、その認識が薄く、社協活動の理解の乏しさにつながっている。

また、会費の徴収方法やその使途などについても、見直しの時期にきている。

＜あるべき姿＞

会員とは、社協が関係する様々な活動を支える構成基盤の根幹をなすものである。会費については、社協事業の展開に応じた額を設定し、地域に必要なサービスとして住民に還元される。

また、会費の徴収については、どのような徴収方法を取るにしても、社協事業の説明をしながら、毎年、社協事業への参画の意思を確認することが望ましい。

参画した会員に対しては、社協ビジョンへの関与等、意見反映の場を設けることが必要である。

　社協は、まず住民や会員に対し、必要なサービスを常に作り上げるとともに社協が進める事業のＰＲ活動・情報発信等を行う必要がある。そのなかで、地域福祉の重要性、及び社協組織・社協活動・会員の位置付け・会費使途等、社協の存在意義や会員・会費の意義について理解を得ていく必要がある。

そうすることで、住民は共助の重要性を理解し、互いに見守りあい、支えあうことにより、全ての住民が安心して暮らせる社会を形成する。

直接的な関わりはなくとも、会費の納入行為が福祉活動の代替行為として位置付けられ、住民の主体性が担保されることも重要である。

＜推進目標＞

１　現在の会員・会費の見直し

（１）現在の会員・会費の使途や徴収方法の課題に対する勉強会の実施

（市町村社協ごと）

（２）会員・会費徴収の際の社協事業内容の説明の実施（市町村社協ごと）

（３）会員・会費徴収への参画の意思確認の実施（市町村社協ごと）

（４）会費を生かした住民参加の事業の企画・立案（市町村社協ごと）

（５）社協活動の実施による住民参画意識の検証（市町村社協ごと）

（６）社協事業の実施の適切な広報と情報発信（市町村社協ごと）


２．～地域に対して責任の取れる社協の基盤整備のために～

役員体制（役員、評議員、部会・委員会等）

＜現状と課題＞

市区町村社協は、社会福祉法の施行や介護保険制度の施行の中で、地域福祉推進の中核的機関として、地域福祉権利擁護事業や介護サービス事業の実施をはじめ、様々な役割が期待され、急速に事業規模が拡大している。こうした中で、市区町村社協の社会的責任は大きくなっており、地域住民からの評価を常に意識し、事業を展開することが必要である。

この道義的責任を負う会長に対し、慣例的な「非常勤・無報酬・あて職体制」という体制では、その役割を充分に果たせないのではないかという疑問がある。

一方で、市町村行政もその役割の重要性を認識していないという現状もある。

また、理事が経営の自覚が持てるよう意識を醸成してこなかった現状もあり、理事会や部会や委員会が形式化している場合も多く、機能しているとは言いがたい状況も見られる。結果として、そこで行われる議論が、事務局主導となってしまっている。

＜あるべき姿＞

　役員は、地域福祉推進の中核である社協の法人運営及び事業経営の責任者としての自覚を持ち、社協を運営していく。

執行機関である理事会は、会の執行承認だけでなく、常に地域の状況や福祉に関する社会情勢等を把握し、事務局が行う事業に対し、その効果についての評価を行う。

また、役員の選任については、社協の組織的な社会的使命を理解し、その達成に貢献しようという、積極的な人材の役員入りを薦める。

　役員としての責任に対する対価として、最低でも正副会長には報酬を支給することが望ましい。

一方、役員は、必ずしも社協活動について精通しているとは限らないことから、役員等を対象とした研修の実施や情報交換の場を多く設定し、積極的な参加を促し、意識の高揚を図ることが事務局機能の中で重要である。

＜推進目標＞

１　市町村社協における専任理事の配置と担当理事制の導入

（１）部会及び担当理事制の導入

（２）事業経営に専念できる役員の常勤化と専任理事の配置

２　市町村社協における役員による社協の組織・事業の現状理解と意識の高揚

（１）社協役員向けの計画的な研修の実施と充実

（２）役職員の情報交換会の定期的開催、情報の共有化

（３）各種協議（部会及び委員会等）の定例化

３　市町村社協における経営責任の明確化と役員報酬のあり方

（１）経営責任・職責・リスク管理への責任に見合う役員報酬支給の検討と規定化

※県社協は、便覧等で市町村社協の実態調査し、情報の収集に努める。


３．～社協組織の要となる人材を育てるために～

人材育成（人事管理整備、職員の研修等）

＜現状と課題＞

全社協の経営指針によると市町村社協は、※法人運営部門、地域福祉活動推進部門、福祉サービス利用支援部門、在宅福祉サービス部門に大別されるが、在宅福祉サービス部門を除いた他の部門では、長期的な視野に立った人材育成がなされてこなかった経緯がある。

また、それぞれの部門において、適正な職員配置がなされなかった社協もある。

具体的には、発展計画に基づかず実施しており、一時的なものや効果が見えにくいランダムな実施にとどまっており、結果的に計画的な人材育成に結びついていないということが指摘できる。

また、社協の特徴として人事異動等については、小規模な事務所の社協も多く、長年、人事異動というものがなく、一人の担当者が同じ事業や担当を持ち続けることも少なくない。そのため、日常業務に関しても、独自の裁量で行える傾向があり、担当職員に過剰な負担がかかる場合や不正につながる可能性もある。

また、従来に比べ、職員同士の交流や研修の場が減少傾向にあるため、市町村社協間の情報共有が難しい。

共通の事務処理については、市町村ごとにばらつきがある。適正な手続きによる事務処理に必要な基準が明確でない場合があり、整備が求められる。

※全国社会福祉協議会「市区町村社協経営指針」による４部門を参考

＜あるべき姿＞

計画的な職員の育成と養成を目的として、適切な人事労務管理を実施する。

具体的には、社協組織は、長期的なビジョン（展望）に立脚した、求められる職員像を達成するために、計画的な職員の人事労務管理を実施する。

また、育成と養成を目的として、内部・外部での研修の実施と、研修機会の参加を保証する。　

社協職員は、地域福祉推進の中核的団体の職員として、住民のニーズに即した事業を展開することを使命とする。

職員を育成する側の姿勢としては、地域福祉にかかわる専門性と熱意をもった職員を育成するとともに、介護保険事業・障害者自立支援法の事業、地域福祉権利擁護事業等の事業を実施するにあたり、必要な専門職員を確保する。

　職員は、社協の組織人として、社協の基本的な役割についての理解が必要であり、部門を問わず、地域福祉の推進に関する知識を備えるとともに、地域の実情を把握する努力を怠ってはならない。

限られた職員配置における社協職員においては、社協活動の基礎部分の研鑽はもちろん、法務、税務、会計、人事、労務管理などに関する基礎的な知識を習得・確保しておくことが望ましい。

　また、市町村社協での共通業務は数多くあることから、事務担当者会議を定期的に開催するなど、事務職員の全体のレベルを統一することも必要である。

社協間の情報ネットワークを整備し、必要な情報が得られるよう情報を共有化させる。

また、適正な人員配置について、行政機関に働きかける。

＜推進目標＞

１　職員育成と労務管理の充実

（１）職員育成を行うための職場研修体制の確立

（２）人材の活性化などを目的とした人事管理体制の強化

（３）OJTの実施

（４）専門性向上とキャリアアップのための人材育成プログラムの作成（職員研修体系の確立）

（５）圏域別情報交換会の開催

（６）住民対象の福祉マンパワー研修会の開催

（７）短期及び長期の研修のための人事交流等の検討

２　市町村社協事務・事業の効率化

（１）事務統一化にむけての事務担当者研修の開催

３　事業規模に応じた適正職員配置

（１）県内市町村社協及び先駆的社協の実態調査

（２）適正職員配置についての提案資料の作成と地域住民のための県社協・市町村社協が一体となった提言活動

４．～地域の実情に基づく事業活動の展開のために～

地域福祉活動計画、住民ニーズ調査、社協発展計画等

　

＜現状と課題＞

現在、地域福祉活動計画を策定している社協は、極少数である。

地域福祉活動計画は、本来、その地域の将来像を地域住民とともに策定していくために必要なツールであるが、地域に根ざした活動を第一に掲げている社協であっても、それが長期的ビジョン（展望）として計画に表されていない社協も多い。

計画を策定するために必要な地域住民のニーズの把握は、民生委員や福祉活動推進員、町内会長や町内の役員等からの情報に頼ってしまっているところが多い。

また、その時々の住民ニーズを把握する必要があるが、そのニーズ調査も、調査の手法が分からず、必要性は感じていても実施できない社協もある。

住民ニーズ把握という点で、必要な情報は、民生委員や福祉活動推進員、町内会長や町内の役員等を通じ、ある程度、入手できているが、ニーズ調査等を実施した上でのバックデータが無い社協も多い。既存の事業についても、住民ニーズに合致したものかどうかを検証する必要もある。

行政や地域住民に対して社協の役割を示し、存在意義があると認識されなければ、公共性、中立性のある社協としての立場を危うくする恐れもある。　　

また、昨今の法改正や規制緩和（介護保険法、特定非営利活動促進法等）等により、他法人や団体が社協に代わって行える事業や、行政が直接行える事業もあり、会費を徴収している社協としての存在意義が問われる事態となっている。

＜あるべき姿＞

社協は、社協事業を展開するにしても、地域の実態把握、地域のニーズ把握と解決すべき課題の整理を含む住民のニーズ調査（社会資源調査、住民の意識調査）を実施する。また、これを踏まえての社協活動の自己点検も必要である。

このほか、地域福祉計画を策定している行政に対しては、その修正について積極的介入、未策定の行政に対しては、計画策定への働きかけを行うことにより、住民にとって住みやすい町づくりに貢献する。

　県社協は、社協の「体力」を正確に診断するために、県内統一の基準を作成し、調査活動を行うことで全体的な底上げを促進させていく。

また、住民ニーズ調査結果と、市町村社協診断結果から各社協の課題を整理し、今後、当該市町村社協でどのような事業が必要なのかを把握するとともに、「宮城県」として、社協が推進していく事業の中核を示し、各市町村社協へのモデル事業の実施等を行っていく。

＜推進目標＞

１　地域住民に対するニーズ調査と地域福祉活動計画の推進

（１）各市町村社協による社会資源調査（地域ニーズの把握）の実施と分析

（２）各市町村社協による住民の意識調査の実施と分析

（３）各市町村社協の自己点検

（４）各市町村社協の体力診断と社協発展計画（長期ビジョン）の策定

（５）地域福祉計画と連動した地域福祉活動計画の策定

（６）県内版アンケート調査票の提案（県社協）


５．～自立に向けた社協の健全経営の体制づくりのために～

財源及び財務運営

＜現状と課題＞

市町村社協の主な財源については、①会費、共同募金配分金、寄付、②市町村行政からの補助金・委託料・指定管理料、③介護保険事業等の給付費・利用者負担等の収入にて構成されている。

　会費・共同募金配分金・寄付金収入等については、主に一般事業に充当されているが、会費・寄付金収入が減少傾向にある社協も増加している。

市町村社協は、財源の大半を市町村からの補助金・委託料・指定管理料に依存している実態があり、市町村自体の財政難により現状している傾向にある。

一部の市町村社協については、介護保険事業等の事業者として、一定の収益を得ているが、報酬水準の低下や市町村からの補助金の削減等が課題になっている。

　更に、社会福祉法人としての性格上、適法な範囲での資金の確保は限られているため、財源確保が困難となっている。

　また、社協自体も、資金源を確保する方法や創出について、努力や検討をしてきたにもかかわらず、良い手段が見出せなかったという実態がある。新会計基準は導入されているものの、行政方式に準じた｢予算消化型｣財務から脱却できず、長期展望や計画性、また経営会議の機能も乏しく、本質的な経営・財務管理が不十分であった。

これらのことにより、経営基盤の安定を図るため、自主独立した経営が可能な事業を進めなければならない時期であるが、社会的にも介護保険法の改正、障害者自立支援法等、制度や実践の場も地域志向を強めており、既存の「社協は地域福祉推進の担い手」という概念は揺らぎ、抜本的な見直しを実施しない場合、社協活動の低下が懸念される。

＜あるべき姿＞

社協は、組織・事業の運営に必要な資金量を適正に掌握し、それを主体的に確保できる状況にあることが望ましい。

事業の展開については、経常利益の追求が目的ではなく、支援を必要とする人々への事業提供や、住民にとって、必要な先駆的事業の実施等の有効活用の可能性を探る。

　また、資金の確保先によって、異なってくる資金の性質を正確に理解・把握し、経営的な財務運営としての資金管理を適切に行う。特に、補助金充当事業等については、資金管理の視点からも事業継続・規模の変更等の判断を行う。

　組織的に経営・財務管理能力を向上させるため、「経営課題の分野別改善計画の策定」「会長・担当理事等も参画する経営管理会議の実施」「チェック体制の強化」「経営分析・診断の実施」「中期財政計画の策定、及び地域福祉活動計画への反映」により、独立独歩の事業体として、人件費の財源確保を常に意識した財務管理を行う。

　社会福祉法人の公私分離の原則が適正に解釈され、社会福祉の実施者としての公正中立性を保持できる範囲において、主体的に新たな資金確保を目的に公益事業等に積極的に取り組む。

　社協の経営規模・管内人口・世帯数により、適正な各積立金（基金）・自主財源(会費等)の確保と運用に努め、自治体・住民との合意形成を得て、その使途を明確化させる。

繰越金の名目で「事業安定化基金」や「介護予防事業等次年度配分金」等に分けて積立されているが、法人のネームバリューを活かした公益事業収入のため、在宅福祉事業財源へ計画的に配分し、人件費配分を二次的に捉える。

＜推進目標＞

１　社協運営、経営管理機能の充実

（１）経営課題の分野別改善計画の策定

（２）会長・担当理事等も参画する経営管理会議の実施

（３）チェック体制の強化　

（４）経営分析・診断の実施

（５）中期財政計画の策定、及び地域福祉活動計画への反映

（６）自立に向けた社協の新規事業の開拓

（７）第三者によるサービス評価の導入と健全経営を目指した体制整備


６．～安心・信頼できる社会福祉協議会であるための組織管理体制の確立～

リスクマネジメント、コンプライアンスルール（法令遵守）、個人情報の保護等

＜現状と課題＞

一つの事故の発生は、これまで培った地域住民・行政等との信頼関係を失い、経営に重大な影響を及ぼす危険性をもっている。従って、社協にとっては、地域住民との信頼関係を築き、安定した経営・事業運営を進めるためリスク管理体制の充実は不可欠な事項である。

また、事故を未然に防ごうとする予防的態度を常に念頭に置くことが必要であるが、このことへの認識が不十分な社協もある。

法人経営においては、人事管理・労務管理・出納管理・事業実施時の事故防止、苦情対応等、経営上の様々なリスク管理が必要であるが、ルールやマニュアルが存在していても、取り組みが事業単位に分散していたり、組織として総合的なリスクマネジメントに取り組めていないなど、実際に機能しているとは言い難いところがある。

　特に金銭管理については、内部監査を年に数回実施しているところもあるが、組織以外の第三者によるチェックについては、実施していないところも多い。

　苦情解決システムについては、確立はしているが、うまく機能していないところも少なくない。

＜あるべき姿＞

社協が地域住民にとって、信頼と安心のある存在であり続けるためには、リスクマネジメント体制を整備し、リスクに対する事前の防止対策、発生時の対応マニュアルの作成と実践を行い、事故等による発生時のリスクを最小限に留め、地域住民の信頼を失うことのないよう、また経営基盤が損なわれないよう努めなければならない。

特に会計部門において、公認会計士等第三者的なチェック体制については、組織以外の第三者的な評価を受けることを進め、外部からのチェック機能を充実させる。会員である地域住民に対して、情報公開も含め、広く社協の状況を周知すると共に、体制としての明確な位置づけを整備する。

特に財産状況等の監査は、公認会計士、税理士等による外部監査の積極的な活用を図ることが適当である。

また、ルール化とマニュアルの整備として、危機管理マニュアル等を作成し、職員間で意識の共有を行い、機能強化を図る。ルールやマニュアルは、実現性と実効性があり、現場の環境や実情をふまえた内容とし、その管理は状況の変化に即応して見直す必要がある。

役職員は、リスクマネジメントについて、その内容と重要性を理解し、組織的に日々のあらゆる局面で取り組み、意識せずとも、日常の業務の中で組み込まれていることが必要である。役員も含めたリスクマネジメントに関する勉強会等を開催し、役職員一人ひとりがシステム構築に向けた必要性を認識しなければならない。

サービスや各種事業の展開においては、サービスの質の向上、福祉サービス利用者に対する権利擁護の視点に寄る苦情受付と対応、事故防止対策、事故発生時の対策・施設賠償制度の充実のためのリスク管理体制の整備を図る。

　地域住民や福祉サービス利用者の個人情報については、法令等に基づき、規程を設ける等、職員に対する守秘義務を徹底し、適切な個人情報の保護に努める。

また、経営者による統制を徹底する仕組みとして、コンプライアンスルール（法令遵守）の確立、公益通報の体制整備、人事管理・労務管理・出納管理等のチェック機能が適切に働く体制を整備する。

＜推進目標＞

１　リスクマネジメント体制整備

（１）施設賠償整備の充実のためリスク管理体制の制度整備

（２）各種事業の展開においてサービスの質の向上

（３）事故防止対策による事業者と本人・家族との信頼関係の構築

（４）コンプライアンスルール（法令遵守）の確立及び公益通報の体制整備

（５）人事管理、労務管理、出納管理等のチェック機能が適切に働く体制整備

（６）権利擁護の視点による意識改革の徹底

（苦情対応、セクシャルハラスメントの防止等）

（７）個人情報の保護の構築

（８）事故発生時の対応マニュアルの整備

（９）情報公開


７．～社協の草の根的な地域支え合い活動を～

地域における支え合いへの支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜現状と課題＞

地域福祉を推進する社協において、ふれあい活動は重要な事業のひとつであり、長年、社協が取り組んできた活動として、県内の多くの市町村社協においても形態の差はあれ、何らかの形で活動を行っている。しかし、地域住民のニーズ変化や住民の考え方の変化により、その形態等を検証する時期にきている。

ふれあいいきいきサロンなどの事業は数多く行われているが、事業の実施によって、「支援が必要な方」と社協とのつながりが、「支援が必要な方」が暮らす地域住民とその方のつながりというような、本人とその地域住民のつながり（地域資源）まで、発展していないという現状もある。事業自体が、単年度ごとの実施で、事業の継続や実施後のフォローアップが具体的に行われていないという課題も見られる。

また、ボランティア事業についても、若年層が育たないなどの悩みを抱えている社協も多くあり、団塊の世代等を対象とした新しい切り口のアプローチが求められる。

また、次世代を担う子ども達への福祉教育等についても、社協が長年行ってきた活動であるが、今後、未来に向けての仕掛けをできる重要な事業として、事業内容を再考する時期に来ている。

これらの事業をはじめ、各社協で住民ニーズに基づき実施してきた様々な事業は現在、その未来に向けて考察する時期にきている。

＜あるべき姿＞

社協は、個々の相談やサービス利用者に関わり、その課題を解決する一方で、地域住民が顕在・潜在を問わず、地域ニーズを地域共有の課題として認識し、解決・改善に取り組めるように、住民自らの手によって支援し、本質的なコミュニティーソーシャルワークを行う。

また、地域性という「地域でともに暮らしていく隣人としての考え・行動する」の部分を核として、地域に暮らす誰もが住みよい地域社会が維持・継続されるための支援を行う。

事業の展開においては、社協独自の自己満足として事業を実施していないかを改めて見直し、支える対象や方法について再検討し、住民の考え方やニーズの変化、地域性などを十分に考慮した上で、必要な事業を開発していく。

今後、事業を行う社協に関しては、近隣の施設や団体が行うサービス提供内容を充分に把握するとともに、地域社会がどのように変化するかを予想し、住民にとってのメリットを念頭に置いて、事業を運営する。また、利益の追求だけではなく、地域全体にどのように活かしていくのかという明確なビジョンを持ち、社協が持つ中立性を活かし、地域の民間事業者のコーディネーターとしての役割も果たす。

ふれあいいきいきサロンを実施している社協においては、その事業を通して、地域での見守りネットワークをつくるように仕掛けをし、支えあいの仕組みを構築する。

福祉教育においては、次世代を担う子ども達への福祉の理解と関心を深める活動として実施し、また町内で核となる小中学校、幼稚園・保育所の担当者（指導者）に対する福祉教育の理解と重要性について啓発・普及を図る。

　ボランティア活動については、社協が組織化したボランティア組織（ボランティア友の会等）等の今までの固定化した活動メニューを見直し、新たな活動メニューの開発を図る。また、団塊世代や、子育て家庭へのアプローチ等、新たなボランティア養成や受け入れ先の掘り起こし、地域住民へのボランティア意識の啓発、ボランティア機関のネットワーク作り等を行い、地域におけるボランティア活動推進の中心機関としての役割を担う。

また、これまで社協が実施してきた配食・外食サービス事業や移送サービス事業等をはじめとする法定以外の事業については、事業としての採算性は低いものではあるが、事業を通して、地域住民に対するセーフティネット的な役割も果たしてきた。そのことを鑑み、事業展開にあたっては、住民ニーズに沿った住民が必要とする事業展開を行い、行政では担いにくい、法外的な援助事業を柔軟に実践し、その実績により、住民からの要望で行政の予算化に結びつくような取り組みを行う。　

　

＜推進目標＞

１地域福祉推進を担う社協の再構築

（１）現状の社協事業の点検

（２）新たな時代に対応した新規事業の開発

（３）地域の民間事業者のコーディネーターの役割の実施

２　小地域ネットワーク事業（見守りネット）の推進

（１）行政区単位で地域ぐるみの「見守りネット」を構築

３　福祉教育事業の実施

（１）次世代を担う子供達への福祉理解と関心の普及

４　ボランティアセンター事業の再構築

（１）ボランティアセンター事業の充実強化

（２）ボランティアコーディネーターの資質向上・育成


８．～地域住民の個々のニーズに応え個々の生活を支える社協として～

生活福祉資金、地域福祉権利擁護事業、地域包括支援センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜現状と課題＞

～生活福祉資金～

生活福祉資金については、低所得者世帯等の更生のための資金として、制度が創られた経緯があるが、近年の傾向として生計中心者の失業や疾病といった理由により世帯収入が減少し、借入相談に訪れる人は多いものの、連帯保証人が必ず必要であること、社協や民生委員など多くの関係者が関わることに難色を示すことなどから、申請までに至らないケースもある。

多重債務者や自己破産者の増加により、低利の貸付として生活福祉資金が注目されてきているが、借入に対する意識が低く将来の生活設計が見受けられないなど、世帯の自立に結びつかないと判断した場合は貸付を行うことはできないため、利用に結びつかない実態もある。

また、平成15年度より高齢者世帯に対して居住用の不動産を担保とし，生活資金を貸付ける長期生活支援資金制度があらたに実施されている。

生活福祉資金貸付制度は，今後、地域で暮らす低所得者世帯等にも、自立支援をするツールとして大切な事業であるが、借受世帯へのかかわりなど、新たな体制が求められている。

～地域福祉権利擁護事業～

地域福祉権利擁護事業は、判断能力が十分でないためにサービスの選択や契約など適切に行うことが困難な人達を対象に、契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類などの預かりなどを行う事業である。

本事業は、毎年利用件数が増加しており、着実に事業の成果をあげてきている。県内における利用者の約９割は、生活保護世帯や市町村民税非課税者であり、在宅生活での様々な問題や経済的不安定等からくる精神的不安に対する援助など、個人の抱える問題より相談・援助内容が多様化複雑化している。

　また、本事業は、社会的孤立や身体的・金銭的被害等の権利侵害から利用者を守るとともに、他制度（他福祉サービスや成年後見制度等）利用の架け橋にもなっており、安心・自立した地域生活を送るための基盤の１つである。

　平成１５年度からは、県社協と市町村社協とで事業の一部委託契約を結び、障害者や高齢者、福祉関係者に留まらず、地域住民への一層の周知が進むことが予想され、今後も利用者が拡大していくことが想定されている。

～地域包括支援センター～

地域包括支援センターは、平成１８年４月の介護保険法改正に伴い、新しく創設されたものである。公正・中立的な立場から、地域の介護予防ケアマネジメント、総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメントを担っており、その運営主体は市町村、在宅介護支援センターの運営法人、その他市町村が適当と認めて委託された法人であり、職員体制は、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどを配置している。

宮城県においては、９４ヶ所（平成19年1月現在）設置され、市町村直営や法人委託による運営がなされているが、予防プラン作成等に追われ、地域包括支援センターの活動を支えるネットワークづくりができていないことや、専門職の確保と質をどう高めていくか等が課題となっている。

＜あるべき姿＞

～生活福祉資金～

生活福祉資金貸付制度は、単なるお金の貸し借りだけの制度ではなく、資金の貸付をひとつの手段として、借受世帯の自立更生を促進していくのが目的である。そのためには、相談の段階から対象世帯の状況を把握し、どんな支援が必要であるかのケースワークが重要であり、貸付決定後は、社協を中心に、民生委員・行政・連帯保証人を交えて一体となった、借受世帯への支援が必要である。よって、そのための職員の資質向上が求められる。また、相談者の傾向としての生活課題が多い場合、その解決方策を行政へ提言するという形で、制度の見直し等を含めた働きも必要である。

～地域福祉権利擁護事業～

地域福祉権利擁護事業の利用者は、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管

理だけではなく、生活全般にわたって支援を必要としている人が少なくない。これまで市町村社協が行ってきた地域住民の相談や支援と、きわめて関連が深いものであり、本事業の利用者への支援は、広い意味での地域住民への支援として、市町村社協の日常的なかかわりが重要である。

市町村社協は、地域福祉権利擁護事業に利用者をつなげた関係者や関係機関とともに継続的な見守り支援が行えるよう関係者や関係機関間の役割分担や支援内容の調整を、社協活動の一環として積極的に対応していく。

また、社協だけで解決への対応を行うのではなく、地域住民、関係機関と継続したかかわりを持ちながら、援助を協働する関係性を作るなど、住民の相談を確実に受けとめ、切れ目のない支援システムづくりに取り組む。

県内における体制として、今後は、基幹的社協方式でのモデル事業を踏まえ、段階的に基幹的社協方式で事業を推進していき、より地域住民に近く即応性のあるサービスが提供できるようにするため、市町村社協方式での事業を実施していく。

～地域包括支援センター～

地域包括支援センターは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること」（改正介護保険法第１１５条）とあり、これは、地域を「包括的」つまり保健、医療、福祉、ボランティア、その他地域にある様々な社会資源を有機的に結びつけることによって支援するための仕組みと言える。

こうした地域における様々な社会資源を結びつけ、地域福祉を推進するのは、社会福祉協議会の使命と合致するものである。

地域包括支援センターは、地域づくりセンターという視点を持ち、主な事業について、社協の本来事業である地域福祉推進事業とトータルに結びつけ、社協ならではの地域包括支援センターを運営し、地域福祉の推進を図り、目に見える事業として地域住民の信頼を得ていくことが重要である。

＜推進目標＞

１　生活福祉資金貸付事業の充実

（１）借入申込世帯の生活課題の把握

（２）借受世帯の借入後の生活設計と支援プログラムの作成

（３）借受世帯の変化と新しく発生した生活課題の早期発見と総合支援

（４）借受世帯への定期的な支援会議の開催

（５）借受世帯を支援する関係機関等の連絡調整

（６）本事業担当職員の資質向上のための研修

２　地域福祉権利擁護事業の推進

（１）基幹的社協への事業委託の推進

（２）将来的な市町村社協への事業委託に向けた環境整備と委託の推進

（３）施設を経営する民間法人や施設、病院等との役割分担の明確化

３　地域包括支援センターの受託

（１）職員養成と事業受託に向けての準備


９．～社協らしいサービス事業の展開のために～

　　法定サービス（介護保険事業、障害者自立支援法の事業等）

＜現状と課題＞

社協が法定サービスの提供主体となることには、是非がある。しかし、介護保

険法や障害者自立支援法の施行により、地域福祉を取り巻く環境が大きく変化したのは事実である。社協でなければ展開が困難な事業を開発すること、関係機関をネットワーク化させ、住民主体の活動を活発化させるために事業展開を進めてきた社協らしさが、安定的にサービスを供給できる一方で、公的サービスゆえに多くの規制を受け、かつ柔軟性に欠ける法定サービスの提供主体となることで、失われてしまうのではないかという疑問。あるいは、それは他の団体で充分に可能であり、充足できるという予測から、提供主体とならないという選択肢を選んだことも充分に理解できる。

～社協と介護保険との関係～

社協が法定サービスの提供主体となった場合に、その動機が社協の財政難等に伴う、資金確保の手段という性格を持つ場合には、「赤字なら撤退」という選択肢に陥りがちな傾向も否定できない。他方、介護保険事業等の実施により、一定の収入が得られたとしても、繰り越し相当分が、結果として補助金の削減に繋がりかねない性格も持っている。

～職員意識改革～

法定サービスを実施する社協にあっては、配食サービスや地域福祉権利擁護事業等の利用者が、法定サービスと共通の利用者となっていることが多い。両部門との連携が、必要不可欠なことであることは言うまでもないが、事業部門の縦割りや敷地内の事務所の配置などの理由により、常に連携が図られず、職員間の意識のずれが見られる場合がある。これでは、社協が積極的に法定サービスに参入しているメリットを生かせているとはいえない。

～小規模作業所の運営について～

小規模作業所の運営においては、行政からの補助金が減額される中で、運営費

が減少し、職員の充分な配置が困難となっている社協も多い。また、利用者の重度化への対応、工賃の引き上げを図るための作業指導、職場開拓への対応、専門的技術を持った職員確保及び職員研修などにおいて課題が多く、必ずしも利用者の期待に応えられていない現実がある。

　この延長線上において、市町村からの委託事業を多く受託している社協の場合、社協の使命に基づく事業展開を目指そうとしても、行政の予算に応じて事業内容が著しく変わってしまう恐れがあることを充分に認識しておかなければならない。

＜あるべき姿＞

今後、様々な要因により経営環境の悪化が見込まれる法定サービスであるが、

一方でサービスの質の向上が求められることは必死である。このことを踏まえ、社協らしさを発揮できる事業複合体となるべく、今一度、サービスのあり方について見直すことが必要である。また、地域住民にとって何がメリットとなるのかを見極め、慎重に事業を運営する必要がある。

介護保険事業等を実施していない社協は、その社協なりの方針を探り、社協の収益事業として、どのような事業を実施し、組織を支えていくのかを検討していく。社協としての明確な経営理念に基づき、事業を展開させることはもちろんであるが、社協は地域のセーフティネットという視点も取り入れ、資金貸付事業や地域福祉権利擁護事業などの支援事業との相互関連を持った事業の展開を検討すべきである。また、公益事業であることから、その事業収入を社協の自主独立経営を支える財源としても考える必要がある。

～職員意識～

法定サービス事業部門と社協活動部門の利用者は、共通である場合が多いことから、相互の連携を図り、組織としての一体感を持つことが必要である。また、介護保険事業や障害者自立支援法の事業等を実施する中で、制度だけでは対応できない個々の利用者の課題を発見した場合は、社協事務局（社協活動部門）と連携を図りながらケアマネジメントの手法に則り、支援体制の整備・充実を図る。

両部門の共通の情報交換はもちろんのこと、サービス担当職員の持つ専門的知識・ノウハウを法人内や地域に活かし、共通の研修会を開催するなど職員の資質の向上に努める。また、事業所と社協事務局職員の意識統一が図れるよう、共通理念、方針、相互理解、共通認識を明確に示すことも有効である。

～障害者自立支援法に基づく小規模作業所の事業展開～

障害者自立支援法の本格的施行を機に、小規模作業所から経営的により安定し

た法的サービスへの移行を検討する。指定管理又は独自運営をすることで収入を確保し、適正な職員を確保するなど、利用者の多様なニーズに応えられる運営に切り替えることが望ましい。

＜推進目標＞

１　介護保険事業等を実施している場合

（１）自主的研修機会の確保

（２）両部門によるケア会議の実施

（３）経営戦略会議等の定期的開催

【　用語説明　】

※解釈の仕方により、多少の違いが見られるが、本稿においては、下記の意味として使用している。

○会員

会員とは、社協が関係する様々な活動を支える構成基盤の根幹をなすものであり、一般会員（原則全世帯）、賛助会員（特別な活動目的に対する賛同者）、特別会員（法人・企業・団体等）の３種類に分類される。会費については、規程により、地域の実情にあった額が設定され、広報事業への充当や福祉サービスの性格上、事務費にも一部充当される。また、一部の世帯には減免規程が適用され、住民側の負担も考慮する仕組みとなっている。

○構成員

構成員とは、社協の理念・方針、住民ニーズに基づいた地域福祉を推進するための協議体的組織の一員であり、地域住民・関係機関等(社会福祉団体・施設・事業者・行政)により構成され、評議員会・委員会・部会・連絡会等の機能とも連動する。

○福祉コミュニティ

福祉コミュニティとは、ある特定の地理的範域内に居住する要援護者とその家族援護者を中核として、彼らが居宅で通常の生活を営めるように援助するインフォーマル及びフォーマルなサービス提供者と、さらに、その地理的範域内の住民が要援護状態に陥らないように自発的に相互援助を行う住民とフォーマルな予防サービスの提供者が、援助と予防という共通関心に基づいて、相互に結び合わされた社会関係のネットワークの総体である。

○福祉のまちづくり

　お年寄りや障害のある人などの行動を制限する様々な障壁を取り除き（バリアフリー）、すべての人が安全で快適に日常生活を営み、いきいきと社会活動を行うことができるまちづくりのことをいう。

○地域福祉権利擁護事業

判断能力が十分でないためにサービスの選択や契約など適切に行うことが困難な人達を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類などの預かりなどが援助の内容として実施されている。具体的には、社協と利用者が契約を結び、専門員の作成した支援計画に基づいて、生活支援員による援助が行われるものである。平成19年度より「日常生活自立支援事業」と名称変更される。事業対象者や事業内容については、変更予定はない。

○成年後見制度

　成年後見制度とは、ある人(本人)の判断能力が精神上の障害（知的障害、精神障害、認知症など）により不十分な場合に、本人が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして本人を援助してくれる人をつけてもらい、本人を法律的に保護し、援助してもらうための制度である。
○障害者自立支援法

　平成15年4月より実施された支援費制度により、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとなったが、障害種別ごとに縦割りでサービスが提供され使いにくい、増え続けるサービス利用のための財源確保が困難等の課題により、平成18年4月障害者自立支援法が施行（一部、平成18年10月施行）。主なポイントは、①障害者施策の3障害一元化、②利用者本意のサービス体系と再編、③就労支援の抜本的強化、④支給決定の透明化、明確化、⑤安定的な財源。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障害者自立支援法より）

○地域福祉計画

地域福祉計画は，平成12年の社会福祉法で法定化された地域における総合的な社会福祉計画。市町村は地域福祉の内容として「福祉サービスの適切な利用推進」「社会福祉を目的とした事業の健全な発達」「住民参加の促進」を一体的に定めるものとし、策定過程では住民と事業者、ボランティアの参加が必須である。

　　　　　　　（社会福祉法代107条、新版･社会福祉学習双書：社会協議会活動論より）

○地域福祉活動計画

　地域福祉活動計画とは、社会福祉協議会が呼びかけて、住民、地域において社会福祉に関す

る活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営する者が相互協力して

策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画であり、その内容は、福祉ニー

ズが現れる地域社会において、福祉課題の解決をめざして、住民や民間団体の行う諸々の解

決活動と必要な資源の造成・配分活動などを組織だって行うことを目的として体系的かつ年

度ごとにとりまとめた取り決めである。

　　　（新版･社会福祉学習双書：社会福祉援助技術論より）

○指定管理者制度

平成15年9月、地方自治法が改正され、新たに創設された制度。これまで、公の施設は地方公共団体の出資法人、公共団体及び公共的団体に限って管理を委託することができた（管理委託制度）。同法改正により管理委託制度は廃止され、民間事業者を含む幅広い団体の中から、地方公共団体が指定する「指定管理者」が管理を代行することができるようになった（指定管理者制度）。指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ると共に、経費の節減等を図ることを目的とする。

（地方自治法の一部を改正する法律より）
○ふれあい・いきいきサロン

平成7年に全社協が提案した住民の自発的な活動形態の1つの名称。定義は「地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企画をし、内容を決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動」としている。この活動の対象は、高齢者だけでなく地域の障害者、子育て中の親など多様である。事業の財源、呼称も「つどい」や「ミニデイ」、「サロン」など異なり、回数等も各社協によって異なっている。

（新版･社会福祉学習双書：社会協議会活動論より）

○生活福祉資金貸付制度

　低所得世帯などを対象に、低利または無利子で資金を貸し付け、併せて民生委員による援助指導を行い、経済的自立や生活意欲の促進、社会参加の促進による安定的な自立生活を確保することを目的とした制度。生業に必要な更生資金、住宅の増改築等のための住宅資金、高等学校や大学にかかる修学資金、福祉資金等の９種類の資金がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新版･社会福祉学習双書：社会協議会活動論より）

○長期生活支援資金制度

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸し付けを行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的としている。

　　（平成14年12月24日厚生労働省発社援第1224001号厚生労働事務次官通知参考）

○地域包括支援センター

　地域包括支援センターとは、平成１８年４月１日から介護保険法の改正に伴い創設された機関で、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことをその主な業務とする。基本機能な機能として、①地域包括支援ネットワークづくり②「総合的な相談窓口機能」（地域の高齢者の実態把握や、虐待への対応など権利擁護を含む）、③ 「包括的・継続的なマネジメント」（介護サービス以外の様々な生活支援も含む）、④「介護予防マネジメント」（新・予防給付の予防プラン作成を含む）、原則的に市町村が実施主体となるが、非営利法人などに運営を委託することもできる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省会議資料参考）

○コンプライアンス

コンプライアンスとは、「法令等遵守」のことで、一般的に業務を行う上での法令や社会規範、就業規則、諸規定などのルールを遵守することをいう。

○公益通報

　事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく①事業者内部，②その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関，③報道機関等の事業者外部、のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいう。

○コミュニティーソーシャルワーク

　生活課題や生活問題をかかえる住民のニーズに個別的にも小集団的にも総合化・統合化して対応するのみならず、ボランティア発掘や育成、地域住民の助け合い支援などトータルに地域福祉実践すること。コミュニティーソーシャルワークは、個人や家族など個別的な課題解決を通して、地域の中で支えあえる福祉コミュニティづくりを目指した取り組みの方法。

　　　（新版･社会福祉学習双書：社会福祉援助技術論より）

○ケースワーク

ケースワークとは、困難な課題、問題をもった対象者が、主体的に生活できるように支援、援助していく個人や家族といった個別に対する社会福祉援助技術。

　（新版･社会福祉学習双書：社会福祉援助技術論より）

○特定非営利活動促進法

この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動促進法より）
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